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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第146期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第147期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第146期

会計期間
自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日

自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日

自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日

売上高 (百万円) 7,085 9,605 33,609

経常利益又は経常損失(△)(百万円) △656 197 △ 1,609

四半期純利益又は
四半期(当期)純損失(△)

(百万円) △412 65 △ 1,051

純資産額 (百万円) 22,425 21,341 21,728

総資産額 (百万円) 39,135 40,918 39,771

１株当たり純資産額 (円) 338.47 321.20 328.52

１株当たり四半期純利益金
額又は１株当たり四半期(当
期)純損失金額(△)

(円) △7.05 1.12 △18.07

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 50.4 45.6 48.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △212 240 1,040

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △117 △3 △225

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 346 148 152

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 5,859 7,204 6,818

従業員数 (人) 719 688 684

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社及び当社の関係会社において営まれている事業の内容に重要

な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成22年６月30日現在

従業員数(人) 688

(注) 従業員数は就業人員数です。

　

　

(2) 提出会社の状況

平成22年６月30日現在

従業員数(人) 327

(注) 従業員数は就業人員数です。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第１四半期連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
　

セグメントの名称 金額(百万円) 前年同四半期比(％)

　鋼管関連 4,018 ―

　自転車関連 198 ―

合計 4,216 ―

(注) 金額は平均販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 商品仕入実績

当第１四半期連結会計期間における商品仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 金額(百万円) 前年同四半期比(％)

　鋼管関連 4,735 ―

　自転車関連 32 ―

　その他 7 ―

合計 4,774 ―

　

(3) 受注実績

鋼管関連事業及び自転車関連事業はいずれも見込生産であって受注生産は行っておりません。

　
(4) 販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
　

セグメントの名称 金額(百万円) 前年同四半期比(％)

　鋼管関連 9,187 ―

　自転車関連 292 ―

　不動産等賃貸 100 ―

　その他 26 ―

合計 9,605 ―

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先
前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間

金額(百万円) 割合(％) 金額(百万円) 割合(％)

阪和工材株式会社 729 10.3 1,050 10.9

阪和興業株式会社 748 10.6 897 9.3

３　上記の金額には消費税等は含まれておりません。
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２ 【事業等のリスク】

当第1四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　
３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行っておりません。

　
４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）

が判断したものであります。

(1) 業績の状況

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、アジアを中心とした新興国の需要に支えられ、輸出

の増加、生産の持ち直し、企業収益の改善など緩やかな回復が続きました。しかしながら、デフレ状況のな

か雇用情勢や設備・土木建築分野の投資の低迷が続いており、欧州をはじめとする世界経済の先行き懸

念もあって、依然として不透明な状況にあります。

このような情勢のなかで、鋼管業界におきましてはエコカー減税・エコポイント制度に関連する各種

製造業向けの需要は順調でありました。ステンレス製品については建設材が引き続き低迷したままで、設

備材においては一部業種向けに動きがあったものの全体的には低調でありました。

当社グループといたしましては、当期の黒字化を最優先課題として取り組んでおります。緩やかではあ

りますが景気回復のもと生産量・販売量の確保、販売価格の是正に注力するとともに、生産性の向上・コ

スト削減を強力に推進しております。

その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は9,605百万円（前年同四半期比35.6％増）、営業利益

186百万円（前年同四半期は営業損失663百万円）、経常利益197百万円（前年同四半期は経常損失656百

万円）、四半期純利益65百万円（前年同四半期は四半期純損失412百万円）となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

（鋼管関連）

普通鋼製品につきましては、自動車・電機などエコカー減税・エコポイント制度に関連する各種製造

業向けや輸出関連業種向けは順調に推移しました。また、新年度からの高炉製品の鉄鉱石・石炭等の値上

がりによる原材料コイルへの波及に伴い普通鋼鋼管製品への価格転嫁が見込まれ、期初においては仮需

要が進んだこともあって売上高は堅調に推移しました。しかし、６月に入って価格是正後の落ち着きと、

スクラップ価格の下落に伴う電炉製品の値下げ発表、海外市場の需給調整局面などにより市況は敏感に

反応しており、全体的に力強さが見られない需要のもと在庫調整の動きが出始めています。

ステンレス製品につきましては、製品価格高騰時に引き起こされたステンレス離れと景気後退により

大きく需要が落ち込みましたが、その後の景気の回復傾向から半導体や水処理など一部業種の設備関連

にやや動きがありました。しかし、設備材も全体としては低調に推移しており、建設材については未だに

回復の兆しも見られない状況が続いております。このような状況のなかで、ステンレスメーカーの値上げ

を受けて製品価格への転嫁、また仕入商品の再販価格への完全転嫁に向けて努力していますが、需給環境

が弱含みであるなか、今後のニッケル相場の変動など不透明さも影響し、荷動きは鈍く模様眺めになって

います。

その結果、当セグメントの売上高は9,187百万円、営業利益は230百万円となりました。
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（自転車関連）

国内の自転車業界につきましては、個人所得の改善遅れから自転車の需要も低調であり、春の需要期も

盛り上がりに欠ける状況で推移しました。しかし、大半のシェアを占めている中国からの輸入自転車は、

前期からの減少傾向に歯止めがかかって横ばい状況にあります。好調であった電動アシスト自転車の販

売も多少陰りが見え始め、それに多く採用されているステンレスリムの生産・販売も先行き減少が懸念

されます。中高級品に絞り込んでいるアルミリムについては、海外子会社との連携により安全性と高品質

を求めた製品の拡販に努めており、また、完成自転車の商品企画力を発揮して好評を得ております英国

「ラレー」ブランドのライセンスによる輸入自転車についても、個人消費が低迷しているなか積極的な

営業活動に努めています。

その結果、当セグメントの売上高は292百万円、営業利益は16百万円となりました。
　

（不動産等賃貸）

不動産賃貸収入につきましては、東京工場跡地の地代収入を中心に安定した業績をあげております。

その結果、当セグメントの売上高は100百万円、営業利益は93百万円となりました。

　

(2) キャッシュ・フローの分析

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は7,204百万円と

なり、前連結会計年度末より386百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次

のとおりであります。

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動による資金の増加は240百万円（前年同四半期は212百万円の資金の減少）となりました。こ

れは主に、税金等調整前四半期純利益200百万円、利息及び配当金の受取額50百万円による増加でありま

す。

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動による資金の減少は3百万円（前年同四半期は117百万円の資金の減少）となりました。これ

は主に、投資有価証券の売却による収入138百万円、貸付金の回収による収入17百万円による増加と、投資

有価証券の取得による支出92百万円、有形固定資産の取得による支出69百万円による減少であります。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動による資金の増加は148百万円（前年同四半期は346百万円の資金の増加）となりました。こ

れは主に、短期借入金の増加239百万円による増加と、配当金の支払額77百万円による減少であります。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に変更及び

新たに生じた課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内

容等（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

　

一　基本方針の内容

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念、企業価値のさまざまな源泉、当社

を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に

確保、向上させる者でなければならないと考えております。 
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上場会社である当社の株式は、基本的に、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社の株式

に対する敵対的な大量買付け等についても、当社としてこれを一概に否定するものではありません。

しかしながら、当社は、企業価値ひいては株主共同の利益を侵害するおそれのある大量買付けを行おうとする者

は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えています。当社は、株主等を含め

た"社会との共生関係"に基盤を置いた確固たる理念のもとに各事業の運営が行われることこそが企業経営の本

質であり、それにより、企業価値ひいては株主共同の利益の確保、向上が図れるものと考えております。

今後、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保、向上を損なうような大量買付けが行われた場合、当社取締

役会は、株主の皆様に対し当該大量買付行為の適否について判断するに十分な情報及び時間的余裕が与えられる

べきであるとともに、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保、向上を侵害するような大量買付けに対し

ては適時適切な対抗措置が必要であると考えます。

二　取組みの具体的な内容

① 会社の支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組み

当社は、企業価値ひいては株主共同の利益の確保、向上のため、以下に掲げる経営理念を礎として、「社会に

信頼される企業」を目指して弛まぬ努力を続けております。

・　常に技術と品質の向上に努め創造と革新に挑戦する

・　公正かつ誠実に企業運営し社会の発展に貢献する

・　自然と調和し国際社会と共生する

・　お客様を大切にし、株主・取引先との相互繁栄をはかり従業員の福祉向上を目指す

当社は明治36年創業以来100年を超える歴史の中で培われた製造技術、とりわけ金属加工の分野において“信

頼度の高い技術”の蓄積をもとに、輸送機器関連事業、鉄鋼関連事業を中心に社会に役立つ製品・商品・サー

ビスを提供してまいりました。その用途は自転車、オートバイ、自動車、家具、住宅、店舗、福祉機器、産業機械、生

産設備、その他諸設備等それぞれの分野で幅広く活用され、社会に有用な役割を果たすべく不断の研究・技術

開発に挑戦しております。特にロールフォーミング技術を駆使した塑性形状加工技術は、長年に亘って蓄積さ

れたノウハウとそれを実現する熟練度の高い生産技術に支えられ、今後とも大きな可能性を秘めているところ

であります。 

当社は、顧客の要望に応えるために提案型営業を展開し、社会のニーズに柔軟かつ的確に対応する体制作りを

積極的に進めております。当社において企業価値の源泉となるべき事業内容は種々ございますが、各事業が社

会に果たす役割を明確に認識しつつ、短期的かつ一時的な利益追求の製品・商品のみならず、株主・投資者、顧

客・仕入先等の取引先、従業員、地域社会等を含めた“社会との共生関係”に基盤を置いた確固たる理念のも

とに各事業の運営が行われることこそが、当社における企業経営の本質であり、それにより、企業価値ひいては

株主共同の利益の確保、向上が図れるものと考えております。 

当社はかかる使命感と信念のもと、金属加工分野を中心に様々な社会的な役割を担うべき製品・商品を開発、

提供する不断の努力を重ね、企業価値ひいては株主共同の利益の中長期的な確保、向上に邁進してまいります。

② 会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配され

ることを防止するための取組み

当社は、平成20年３月25日開催の取締役会において、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り

方に関する基本方針 (以下「会社の支配に関する基本方針」といいます。) を策定するとともに、当社の企業

価値ひいては株主共同の利益の確保、向上を目的として、有効期間を平成23年６月開催予定の定時株主総会の

終結のときまでとした、当社株券等の大量買付け等への対応策 (以下「本プラン」といいます。) を導入する

ことを平成20年６月開催の第144期定時株主総会において、決議致しました。

本プランは、当社の株券等の大量買付者に対し、大量買付者の名称及び住所又は所在地等を記載した意向表明

書ならびに大量買付け等の目的、方法及びその内容、大量買付け等の価額の算定根拠、大量買付け後の当社及び

当社グループの経営方針、事業計画、資本政策ならびに配当政策等の必要情報の提供など、事前に明定した手続

の遵守を求めるとともに、大量買付者が同手続に違反した場合及び当該大量買付け等が当社の企業価値ひいて

は株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある場合等に、独立委員会の勧告を踏まえた当社取

締役会又は株主総会の決議に基づき、新株予約権の無償割当て等を内容とする対抗措置を発動する買収防衛策

です。
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三 ①及び②の取組みについての取締役会の判断及びその判断に係る理由

イ 本プランが会社の支配に関する基本方針に沿うものであること

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念、企業価値のさまざまな源泉、当

社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期

的に確保、向上させる者でなければならず、企業価値ひいては株主共同の利益を侵害するおそれのある大量買

付けを行おうとする者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。 

本プランは、このような企業価値ひいては株主共同の利益を侵害するおそれのある買収からの防衛をその目的

及び内容としており、当社における会社の支配に関する基本方針に沿うものであります。

ロ 本プランが当社の株主の共同利益を損なうものではないこと

本プランは、企業価値ひいては株主共同の利益を侵害するおそれのある大量買付けを行おうとする者から当

社を防衛することをその目的及び内容としており、株主共同の利益を損なうものではありません。 

このことは、本プランが、導入に際して株主総会決議による承認を得ることとしていること、独立委員会を設置

し、その勧告を最大限尊重するとしていること、対抗措置の発動要件の合理性・客観性を確保していること、有

効期間を３年としていること、株主の意思によりいつでも本プランを廃止できること、デッドハンド型買収防

衛策でないこと及び事前開示を充実させていることなどからも明白です。

ハ 本プランが当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと

本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保、向上のために導入するものであり、当社役員の

地位の維持を目的とするものではありません。 

このことは、本プランが対抗措置の発動につき社外の独立した委員から構成される独立委員会の勧告を最大限

尊重するという枠組みを取っていることなどからも明白です。 

なお、本プランは、平成17年５月27日に経済産業省・法務省から公表された「企業価値・株主共同の利益の確

保又は向上のための買収防衛策に関する指針」が定める３原則 (①企業価値・株主共同の利益の確保・向上

の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則) に適合しております。

 

(4) 研究開発活動

当第１四半期連結会計期間の研究開発費の総額は16百万円であります。また、研究開発活動の状況に重

要な変更はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はあ

りません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 160,000,000

計 160,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年6月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年8月11日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 60,453,26860,453,268

東京証券取引所
市場第一部
大阪証券取引所
市場第一部

単元株式数は1,000株

計 60,453,26860,453,268― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成22年４月１日～
平成22年６月30日

― 60,453 ― 3,940 ― 4,155

　

(6) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握して

おりません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成22年３月31日)に基づく株主名簿による記載

をしております。

① 【発行済株式】

平成22年3月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）

― ―
 普通株式 2,398,000

完全議決権株式(その他)
 普通株式　

57,801 ―
57,801,000

単元未満株式  普通株式 254,268 ― １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 60,453,268― ―

総株主の議決権 ― 57,801 ―

(注) １　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が5,000株含まれています。ま

た、「議決権の数」欄には同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数5個が含まれています。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式420株が含まれています。

　

② 【自己株式等】

平成22年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
新家工業株式会社

大阪市中央区
南船場二丁目12番12号

2,398,000 ― 2,398,0003.96

計 ― 2,398,000 ― 2,398,0003.96

(注)　当第１四半期会計期間末（平成22年6月30日）の自己保有株式は2,399,000株（発行済株式総数に対する所有株式

数の割合3.96%）となっています。 

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成22年
　４月 ５月 ６月

最高(円) 140 133 134

最低(円) 128 118 119

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所の市場第一部におけるものです。
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３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりで

あります。

（役職の異動）
　

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

専務取締役
事業統括 兼 技術本部長

専務取締役
製造本部長 兼 関西工場長

兼 品質管理部長
小坂　明彦 平成22年７月１日

常務取締役
製造本部長 兼 関西工場長

常務取締役
鋼管部門長 兼 資材部長
兼 鋼管技術統括部長

澤　　　保 平成22年７月１日

取締役
営業本部長 兼 関西営業部長

取締役
鋼管営業部長 兼 関西営業部長

竹村　善夫 平成22年７月１日
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第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第１四半期連結会計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び前第１四半期連結

累計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当

第１四半期連結会計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)及び当第１四半期連結累計期間

(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結会計期間(平成21年４月１

日から平成21年６月30日まで)及び前第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日

まで)及び当第１四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)に係る四半期連結財

務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,349 4,963

受取手形及び売掛金 14,100 13,214

有価証券 1,854 1,854

商品及び製品 4,305 4,023

仕掛品 188 195

原材料及び貯蔵品 985 680

その他 839 1,046

貸倒引当金 △460 △456

流動資産合計 27,164 25,522

固定資産

有形固定資産

土地 4,455 4,454

その他 ※
 3,881

※
 3,972

有形固定資産合計 8,336 8,427

無形固定資産 96 101

投資その他の資産

投資有価証券 4,487 5,207

その他 904 584

貸倒引当金 △71 △71

投資その他の資産合計 5,320 5,719

固定資産合計 13,753 14,248

資産合計 40,918 39,771
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 11,100 9,585

短期借入金 5,428 5,183

未払法人税等 9 24

賞与引当金 182 329

資産除去債務 2 －

その他 839 970

流動負債合計 17,563 16,093

固定負債

長期借入金 － 0

退職給付引当金 1,212 1,146

役員退職慰労引当金 319 320

環境対策引当金 20 20

資産除去債務 6 －

その他 454 462

固定負債合計 2,013 1,949

負債合計 19,577 18,042

純資産の部

株主資本

資本金 3,940 3,940

資本剰余金 4,155 4,155

利益剰余金 10,907 10,929

自己株式 △399 △399

株主資本合計 18,604 18,626

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 491 904

繰延ヘッジ損益 △0 －

為替換算調整勘定 △448 △459

評価・換算差額等合計 42 445

少数株主持分 2,694 2,655

純資産合計 21,341 21,728

負債純資産合計 40,918 39,771

EDINET提出書類

新家工業株式会社(E02258)

四半期報告書

15/25



(2)【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

売上高 7,085 9,605

売上原価 6,556 8,187

売上総利益 528 1,418

販売費及び一般管理費 ※
 1,192

※
 1,231

営業利益又は営業損失（△） △663 186

営業外収益

受取利息 3 2

受取配当金 48 48

仕入割引 4 5

雑収入 28 9

営業外収益合計 84 65

営業外費用

支払利息 16 12

売上割引 2 3

退職給付会計基準変更時差異の処理額 30 30

雑支出 27 6

営業外費用合計 77 53

経常利益又は経常損失（△） △656 197

特別利益

固定資産売却益 － 1

投資有価証券売却益 － 15

特別利益合計 － 17

特別損失

固定資産売却損 － 4

固定資産除却損 0 2

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 7

特別損失合計 0 13

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△657 200

法人税、住民税及び事業税 4 4

法人税等調整額 △100 95

法人税等合計 △95 100

少数株主損益調整前四半期純利益 － 100

少数株主利益又は少数株主損失（△） △149 35

四半期純利益又は四半期純損失（△） △412 65
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△657 200

減価償却費 143 142

固定資産除却損 0 2

固定資産売却損益（△は益） － 3

貸倒引当金の増減額（△は減少） 25 3

退職給付引当金の増減額（△は減少） 112 65

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4 △0

受取利息及び受取配当金 △52 △50

支払利息 16 12

投資有価証券売却損益（△は益） － △15

売上債権の増減額（△は増加） 2,628 △875

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,143 △577

仕入債務の増減額（△は減少） △3,285 1,515

その他 △103 △199

小計 △31 228

利息及び配当金の受取額 52 50

利息の支払額 △17 △15

法人税等の支払額 △215 △22

営業活動によるキャッシュ・フロー △212 240

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △1 △92

投資有価証券の売却による収入 － 138

有形固定資産の取得による支出 △85 △69

有形固定資産の売却による収入 － 7

貸付けによる支出 △48 △6

貸付金の回収による収入 18 17

その他 △0 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △117 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 498 239

長期借入金の返済による支出 △7 △7

リース債務の返済による支出 － △6

配当金の支払額 △78 △77

自己株式の取得による支出 △66 △0

その他 0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 346 148

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 18 386

現金及び現金同等物の期首残高 5,840 6,818

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 5,859

※
 7,204
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

当第１四半期連結会計期間
(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

会計処理基準に関

する事項の変更

　資産除去債務に関する会計基準の適用

　当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第

18号 平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しております。

　これにより、営業利益、経常利益が0百万円、税金等調整前四半期純利益は8百万円それぞ

れ減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は8百

万円であります。

　

【表示方法の変更】

当第１四半期連結会計期間
(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

（四半期連結損益計算書関係）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく財務諸表等規則等の一

部を改正する内閣府令（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用に伴い、当第１四半期連結累計期間では、

「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。

　

【簡便な会計処理】

当第１四半期連結会計期間
(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

１　棚卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を

基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

２　繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラン

ニングを利用する方法によっております。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

※

　
有形固定資産の減価償却累計額 16,976百万円

　

※

　
有形固定資産の減価償却累計額 16,894百万円

　

　

(四半期連結損益計算書関係)

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

※　販売費及び一般管理費の主なもの

発送配達費 414百万円

従業員給料手当 232  〃

賞与引当金繰入額 66  〃

退職給付引当金繰入額 41  〃

役員退職慰労引当金繰入額 　　8　〃

※　販売費及び一般管理費の主なもの

発送配達費 472百万円

従業員給料手当 219  〃

賞与引当金繰入額 90  〃

退職給付引当金繰入額 39  〃

役員退職慰労引当金繰入額 8  〃

貸倒引当金繰入額 4  〃
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年6月30日現在）

現金及び預金 4,451百万円

有価証券 1,407  〃

現金及び現金同等物 5,859百万円

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成22年6月30日現在）

現金及び預金 5,349百万円

有価証券 1,854　〃

現金及び現金同等物 7,204百万円

　

(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日

　至　平成22年６月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 60,453,268

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 2,399,523

　

３　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成22年6月25日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 87百万円 １円50銭平成22年３月31日 平成22年６月28日

　

　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

　

【事業の種類別セグメント情報】

　

前第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

　
鋼管関連
事業
(百万円)

自転車関連
事業
(百万円)

その他
事業
(百万円)

計
 

(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
 

(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

6,694 285 105 7,085 ― 7,085

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― ― 10 10 (10) ―

計 6,694 285 116 7,095 (10) 7,085

営業利益又は営業損失（△) △727 7 56 △663 (―) △663

(注)　1　事業区分は、製品の機能別種類により区分しています。

2　各事業の主な製品

　(1) 鋼管関連事業…普通鋼鋼管、ステンレス鋼鋼管、各種型鋼、精密加工品

　(2) 自転車関連事業…自転車用リム、自動二輪車用リム

　(3) その他事業…機械及び同部品、不動産の賃貸等

　
【所在地別セグメント情報】

　

前第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)
　

　本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、記載を省略し

ています。

　
【海外売上高】

　

前第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)
　

　本邦以外の国又は地域における海外売上高が連結売上高の10％未満のため、記載を省略しています。
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【セグメント情報】

１  報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　当社は、製品・サービス別のセグメントから構成されており、鋼管関連事業、自転車関連事業、不動産等賃

貸事業の３つを報告セグメントとしています。鋼管関連事業は、普通鋼鋼管、ステンレス鋼鋼管、各種型鋼、

精密加工品等を製造販売しています。自転車関連事業は、自転車用リム、自動二輪車用リムの製造販売並び

に完成自転車の輸入販売を行っています。不動産等賃貸事業は、土地、倉庫等の賃貸を行っています。

　

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

　 　 　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント
その他
（注1）

合計
調整額
（注2）

四半期連
結損益計
算書計上
額 (注3)鋼管関連

自転車
関連

不動産等
賃貸

計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 9,187 292 100 9,579 26 9,605 ― 9,605

  セグメント間の内部
　売上高又は振替高

― ― 10 10 ― 10 △10 ―

計 9,187 292 110 9,590 26 9,616 △10 9,605

セグメント利益 230 16 93 340 △19 321 △134 186

（注）1.　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、機械設備、福祉機器の製造販売であ

ります。

2.　セグメント利益の調整額はすべて棚卸資産の調整によるものであります。

3.　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。

　

(追加情報)

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平

成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20

号  平成20年３月21日)を適用しています。
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(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

　 　

　 321.20円
　

　 　

　 328.52円
　

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎 

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 21,341 21,728

純資産の部の合計額から
控除する金額(百万円)

2,694 2,655

（うち少数株主持分(百万円)） (2,694) (2,655)

普通株式に係る四半期連結会計期間末

（連結会計年度末）の純資産額(百万円)
18,646 19,072

普通株式の発行済株式数(千株) 60,453 60,453

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数(千株)

58,053 58,054

　

２  １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

１株当たり四半期純損失金額(△) △7.05円
　

１株当たり四半期純利益金額 1.12円
　

(注) 1. 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2. １株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎

　
前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

四半期純利益金額又は
四半期純損失金額(△)　　(百万円)

△412 65

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額
又は四半期純損失金額(△)(百万円)

△412 65

普通株式の期中平均株式数（千株） 58,535 58,054

　

　

(重要な後発事象)

　

該当事項はありません。

　
２【その他】

　

該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

新家工業株式会社(E02258)

四半期報告書

22/25



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　 　

　

平成21年8月6日
　
　

新家工業株式会社

取締役会  御中
　

　
　

有限責任監査法人トーマツ

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    大　西　康　弘　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    小　山　謙　司　　印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている新家

工業株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平

成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年６

月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、新家工業株式会社及び連結子会社の平成21年

６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
　

EDINET提出書類

新家工業株式会社(E02258)

四半期報告書

24/25



独立監査人の四半期レビュー報告書
　 　

　

平成22年8月6日
　
　

新家工業株式会社

取締役会  御中
　

　
　

有限責任監査法人トーマツ

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    大　西　康　弘　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    小　山　謙　司　　印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている新家

工業株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平

成22年４月１日から平成22年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年６

月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、新家工業株式会社及び連結子会社の平成22年

６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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